
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGEC 森林認証審査報告書 

(更新審査) 

 

 

川上村村有林 

＜第二期＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２２年３月 

 

 

（社）全国林業改良普及協会 



 1 

 

目 次 

 

Ⅰ．川上村村有林森林管理計画の概要・確認資料一覧 

 

Ⅱ．審査経過・写真 

 

Ⅲ．判定事由書 

 

Ⅳ．審査判定表 

 

Ⅴ．添付資料



 2 

Ⅰ．川上村村有林森林管理計画の概要 

 

 

１．森林の所有者 ： 川上村長 大 谷 一 二 

          奈良県吉野郡川上村大字迫１３３５番地の７ 

 

２．森林の管理者  ：  川上村長 大 谷 一 二 

          奈良県吉野郡川上村大字迫１３３５番地の７ 

 

３．森林の所在地  ： 川上村村有林 

                      奈良県吉野郡川上村大字東川 731-１他 

 

４．森林の面積   ： 総面積 1,120.01ha   団地数 ８団地 

 

※前回認証時（平成 17 年３月）の川上村村有林の面積は、1,099.69ha であった

が、平成 20 年 6 月に、井光榎平経営区（19.51ha）を個人事業者より購入し

たこと、井光大峰経営区において、面積に相違があり再測量の結果、0.81ha

増加したことにより、今回の更新時には計 20.32ha 増加している。 

 

【団地の内訳】 

団 地 名 該 当 経 営 区 面 積/ha 

東川団地 東川上中井、東川そうだ山、東川布本 11.81 

西河団地 西河 8.71 

大滝・寺尾・迫団地 大滝深山、大滝西の谷 27.43 

高原・人知・白屋団地 高原池の尾、高原栃谷口・スケヒラ 226.76 

武木・井光団地 井光栃神谷、井光大峰、井光小谷、井光榎平 46.21 

下多古・上多古・白川渡団地 下多古 0.37 

北和田・神之谷団地 神之谷、水源地の森 777.19 

上谷・柏木・大迫・伯母谷団地 上谷 21.53 

村 有 林 合 計 1,120.01ha 

 

 

５．地域の沿革・概要 

 

（１）地域の概要 

  川上村は、奈良県吉野郡の東部、三重県境に位置し、北西部に位置する吉野山から南西部にか

けて山上ケ岳を主峰とする大峰山系（世界遺産に登録された大峯奥駈道）と、南部に位置する大

台ケ原（日本一の降雨量）から東に連なる台高山脈に囲まれており、その村の中央部を吉野川（紀
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ノ川）が和歌山市方面に流れている。 

村の総面積は 26,916ha あり、そのうち 25,600ha(95%)が森林である。 

気温は、平成 19 年では最高気温 36.1℃、最低気温－4.7℃、平均気温は 13.4℃と比較的温暖

で、降雨量は年間 1,370mm となっている。 

同村は、吉野林業地の中心として、古くから林業が発達し、村の基幹産業として、村民の大半が

林業労働者として生計をたててきた地域である。 

 

（２）森林の沿革 

川上村の林業の歴史は古く、植林の歴史は約 500 年といわれている。吉野スギとヒノキは、人

工林では日本三大美林の一つとして知られている。 

古くから吉野スギは、無節で色艶が良く水を通しにくく匂いも良いことから、酒樽用の樽丸に使

用されて、大阪・神戸方面の酒造業者にもてはやされてきた。 

また、完満通直で、年輪幅が狭く強度があることから、その後、建築用材としても賞賛され、

大坂城や本願寺の寝殿などにも使われたと言われるなど、現在でも高級木造建築の大黒柱や梁、

鴨居等に使われている。 

現在の川上村の森林面積は、25,600ha で、そのうち分けは、人工林が 16,800ha(66%)、天然林

が 8,600 ha (33%)となっており、所有形態別では、国有林が 710ha(2.8%)、民有林 24,890ha であ

る。 

吉野林業の特長として、人工林は ha 当たり 8,000～10,000 本の極端な密植と弱度の間伐を繰

り返すことによって成長を抑制し、年輪幅が細かく均一な材を育てることを目的としており、70

年～150 年の資源循環的な長伐期施業を繰り返してきている。 

また、天然林は、大峰山系や台高山脈の山の上部に、昔から手を加えず残してきた天然林が残

されており、特に三之公地区の「トガワサワラ原始林」は、国内では、紀伊半島中南部と高知県

東部にしか自生していないトガサワラの貴重な自生地として、国の天然記念物に指定されている。 

村では、これら貴重な天然林を後世に残すため、三之公地区の天然林約 740ha を購入し、「水源地

の森」として保全しており、詳しい生態系調査を進める一方で、森林学習の場としても活用して

いる。 

 

６．対象森林の概況 

（１）森林の現況 

   川上村村有林は、明治 34 年 12 月高原区有林に立木一代限りの地上権を設定したことから

始まる。その後、上谷、大滝、西河、井光地区の森林を購入し、管理を行ってきた。 

平成７年には､当時樹齢280～380 年生のスギ 10 本、ヒノキ 52 本が残る下多古（しもたこ）

村有林 0.37ha を購入。日本最古の人工林として、また、吉野林業の文化的遺産として、自

然環境を活用し、自然と人との間に立ち､自然のコトバを人の言葉にする『歴史の証人』と

しての役割を果たす場所として、大切に守り続けている。また最近では、平成 20 年６月に、

井光榎平経営区（スギ・ヒノキ 30～60 年生／19.51ha）を個人事業者より購入している。これは、

不在村森林所有者が自らでは森林管理ができなくなり、同村に公有林化を申し出たものであり、

村では平成 21 年度に間伐を実施している。 
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現在、川上村村有林における「経営区」は、総面積 379.63ha あり、『林野事業特別会計』

の経営林として、健全な財政運営を行っている。 

また、同村では、吉野川（紀ノ川）の源流域にあたる三之公川流域に広がる原生林に近い

天然林が、20 数年前からパルプ材として伐採が進み、当時、社会問題となっていたことを重

視し、村づくりの基本方針である「水源地の村づくり」を実践するため､平成11 年から平成

14 年にかけて 740.38ha を購入した。この天然林は、条例を定め、｢吉野川源流－水源地の森｣

として、管理は、財団法人吉野川紀の川源流物語に委託し、厳正な保全対策を執ってきてい

る。 

今回認証の対象となる森林は、上記「水源地の森」を合わせた川上村村有林 1,120.01ha

である。 

 

【対象森林の機能別概況】 

区   分 合 計 人工林 天然林 未立木地 困難地 

水土 

保全林 

面 積(ha) 309.20 214.43 81.62 0.30 12.85 

蓄 積(㎥) 108,592 94,718 13,874 ― ― 

成長量(㎥/年) 705 654 51 ― ― 

森林と 

人との 

共生林 

面 積(ha) 710.00 ― 710.00 ― ― 

蓄 積(㎥) 144,130 ― 144,130 ― ― 

成長量(㎥/年) 0 ― 0 ― ― 

資源循環 

利用林 

面 積(ha) 100.81 94.95 1.26 ― 4.60 

蓄 積(㎥) 37,959 37,743 216 ― ― 

成長量(㎥/年) 432 430 2 ― ― 

合 計 

面 積(ha) 1,120.01 309.38 792.88 0.30 17.45 

蓄 積(㎥) 290,681 132,461 158,220 ― ― 

成長量(㎥/年) 1,137 1,084 53 ― ― 

 

【対象森林の齢級別概況】                      (単位：ha・㎥) 

 齢級 １～３ ４～６ ７～９ 10～12 13～15 16～18 19～21 22 以上 合 計 

 

面積 2.45 3.72 62.70 97.16 2.99 36.50 103.49 0.37 309.38 

材積 0 871 19,929 39,704 1,376 16,564 53,848 169 132,461 

 

面積 0 0.22 3.99 2.20 0 36.20 9.89 740.38 792.88 

材積 0 16 418 283 0 5,671 1,612 150,220 158,220 

 
 

面積 2.45 3.94 66.69 99.36 2.99 72.70 113.38 740.75 1,102.26 

材積 0 887 20,347 39,987 1,376 22,235 55,460 150,389 290,681 
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【人工林の樹種別内訳】      
  

ス  ギ ヒ ノ キ スギ・ヒノキ その他 合 計 

面 積 33.98ha 40.77ha 234.63ha 0 309.38ha 

材 積 15,565 ㎥ 10,877 ㎥ 106,019 ㎥ 0 132,461 ㎥ 

 

（２）制限林・保護林等の状況 

対象村有林における地域森林計画等に記載された公的な制限林は下表の通りである。 

なお、前記の「吉野川源流－水源地の森｣(740.38ha)は、同村条例によって、「保全区域(立入

禁止：コアゾーン)」と「森林公園区域(インストラクターの引率等、制限付きで立入を認める区

域バッファゾーン)」に区分され、厳正な保護措置がとられている。 

 

【保安林等制限林の指定状況】 

制限林の種別 指定面積 備 考 

保安林 

土砂流出防備保安林 0.04 ha  

水源かん養保安林 14.94 ha  

干害防備保安林 112.15 ha  

保安林指定面積 合計 127.13 ha  

その他 

制限林 

砂防指定地 0 ha  

急傾斜地崩壊危険区域 0 ha  

国立公園普通地域 0 ha  

 

（３）林道・作業道の整備状況 

川上村における公道も含めた路網密度は、村内全域の平均でも 10.06ｍ/ha であり、林道・作業

道の整備状況は、他の地域に比べ遅れ気味である。   

対象森林の主な団地における林道・作業道等の路網整備状況は以下の通りである。 

 

【対象森林内の林道・作業道等の整備状況】             (単位：ｍ, ｍ/ha) 

種 別 西の谷 池の尾 榎平 合 計 (全体) 

林 道 － 5,689(25.31) － 5,689( 5.08) 

作業道 － 1,722( 7.66) － 1,722( 1.54) 

公 道 280(222.22) － 730(37.42) 1,010( 0.90) 

計 280(222.22) 7,411(32.98) 730(37.42) ※8,421( 7.52) 

   ※( )は、各経営区の路網密度 

   ※対象村有林には、三之公水源の森などの保護林が設けられているため、全体の路網密度は、相対
的に低い。 
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（４）施業履歴（過去５年間） 

【施業履歴】                                          (単位：ha・ｍ) 

事業種名 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 計 

植 付 ― ― ― 0.85 ― ― 0.85 

下 刈 23.89 2.45 2.45 2.45 0.85 ― 32.09 

枝 打 1.34 4.00 2.00 1.50 3.20 ― 12.04 

除間伐 39.08 4.37 22.00 12.50 6.70 4.98 89.63 

主 伐 ― ― ― ― ― ― ― 

作業道(m) ― ― ― ― ― ― ― 

 

 

【素材生産量－過去 5 年】                                                  （単位：㎥） 

 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 計 

間 伐 690 45 735 ― 5 ― 1,475 

主 伐 ― ― ― ― ― ― ― 

 

（５）森林被害（病虫害・獣害・森林火災・気象害：過去 5 年間）の記録と対処 

対象森林において過去 5 年以内には、顕著な森林被害は発生していない。 

ただし、ニホンジカによる新植苗木の食害や剥皮被害が散発的に出ており、年々増加傾向にある。

植林地には、防除ネットが欠かせなくなってきている。 

 

（６）対象森林の管理体制 

   対象森林の管理経営は、川上村村長が、川上村森林整備計画に基づいた「川上村有林経営計画

書」を樹立して実行されており、同村地域振興課の技術者が当たっている。 

   収穫以外の保育に関わる現場施業は、川上村森林組合に委託して実行されており、収穫に関わ

る作業は、「川上村村有林施業実施仕様書」に基づいて入札・発注されている。 

 

 【川上村森林組合】 

   代表理事組合長 南本泰男（常勤理事）  職員 13 名（内勤職員 6 名  作業班 7 名） 

 

※川上村の山守制度について 

川上村は、古くは川上村民が所有し、造林、育林、伐採そして再造林と循環型の森林経営を行ってきたが、1,700

年頃より交通の便の悪い川上村においては、衣・食の生活維持も困難になり、山の所有権を村外の商業資本家等に

依存するようになった。その際、村外所有者では、山を管理することが難しいことから、森林の管理については、

旧の所有者やその地元の代表者が「山守」として所有者に変わり管理する独特の「山守制度」が創出され、森林の

維持管理を継続してきている。山守制度は、川上村では現在も機能しており、山守は、その山の育林から伐採にか

けて管理し、間伐作業等が必要な時期においては、所有者に連絡を取り了解を得た上で施業を実施している。 

近年は、高齢化と後継者不足等により山守が減尐し、森林組合による作業委託や所有者の直営施業が増えている。 
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７．認証対象森林の経営方針 

村有林経営計画 編成方針の概要は、次のとおりである。 

１． 経営方針 

   村有林経営の基本方針は、集約施業による土地生産性の向上を目指し、村民の福祉向上をはか

るために永続的収益となる森林を造成することにある。この取組みを通して、森林の有する各種

機能（水源涵養、国土保全、二酸化炭素の固定、生物多様性の保全、景観保全）の充実を図り、

人類生存の基となる地球規模での環境保全に努め、社会に貢献することにより、更なる評価を高

め、経営に寄与したい。 

   （川上村森林整備計画（平成２１年４月１日）の推進を図るため、川上村村有林経営計画編成

方針は整備計画期間と同一にする。） 

 

（１） 森林の管理方針 

 ｢村営林野事業に関する条例｣、｢吉野川源流水源地の森の設置及び管理運営に関する条例｣、

｢川上村森林整備計画｣に基づき、重視する機能に応じて森林を区分し、森林の有する多面的

機能を効率的・効果的に発揮させるための森林造成を図る。 

① 集約施業により、持続可能で高収益を実現する健全な森林を造成するとともに、二酸化炭

素の固定・貯蔵に努める。 

② 村有林の施業の実施にあたっては、｢生物多様性の保全を考慮した施業方針｣に基づいて、

適切な施業に努める。 

 

（２）収穫 

 収穫にあたっては、人工林は、小面積皆伐（伐期齢の基準は 80～150 年とする）を原則と

するが、現在は、社会経済情勢を勘案し、間伐、択伐を主体とした施業を実施している。今

後も、収穫の存続と共に蓄積の増加を図る。天然林は、自然力を生かしながら、災害等を受

けた場合に限り施業を実施している。｢吉野川源流－水源地の森｣は、原生林に近い天然林と

して、今後も保全して行く森林であり、収穫等の営利を目的としない。 

また、保全区域（保全のために森林に入るのを禁止する部分）と森林公園区域 

（インストラクターの引率のもとに森林に入ることを認める部分）とに分ける。 

 

（３）森林の造成 

 森林の造成にあたっては、経済的・合理的な施業を進め、費用の低減を図るとともに、林

班毎に目標林層を定め、今後の施業を明確化し、投資の効率化を図る。 

     また、海抜 1,000ｍ以上から山頂付近まで植えられた人工林の中で天然更新が可能な林分は、

許容限度の強度間伐を行いながら、針広混交林の保護樹帯へと誘導していく。 

         

（４）保育 

 保育にあたっては、現況並びに目標林層に合う適切な施業に努め、林分の保全を図る。 
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（５）効率的な施業の推進 

 森林施業にあたっては、新しい技術や機械の導入、展示、普及により、本村の基幹産業で

ある林業の発展のため、指導的役割を果たす。施業の合理化はもとより、公的資金（補助金

等）等の積極的な利用に努め、支出の削減を図る。 

 

（６）下流域への配慮 

 良好な森林を保護・育成することにより、吉野川源流域の安定した河川流量を確保し、流

域の保全を図る。 

 

（７）川上宣言の制定 

1996 年に全国へ向けて発信 

川上宣言 

① 私たち川上は、かけがえのない水がつくられる場所に暮らすものとして、下流にはい

つもきれいな水を流します。 

② 私たち川上は、自然と一体となった産業を育んで山と水を守り、都市にはない豊かな

生活を築きます。 

③ 私たち川上は、これから育つ子どもたちが、自然の生命の躍動に、すなおに感動でき

るような場をつくります。 

④ 私たち川上は、都市や平野部の人たちにも、川上の豊かな自然の価値にふれあっても

らえるような仕組みづくりに励みます。 

⑤ 私たち川上村は、川上における自然とのつきあいが、地球環境に対する人類の働きか

けの、すばらしい見本になるよう努めます。 

 

（８）水源地保護に関する協定 

 平成１５年８月、吉野川・紀ノ川の最下流である和歌山市と水源地保護に関する協定を結

ぶ。 

（協定内容） 

・ 水環境の保全・創出に向けた流域市町村への呼びかけ 

・ 「和歌山市民の森」づくり 

・ 水源地環境保全事業の啓発のための人的交流 

・ 吉野川・紀の川流域保全のための一体的な総合施策の推進 

 

（９）法令の遵守 

施業を行うにあたっては、森林管理上必要な法令（森林・林業基本法、森林法等）、

環境法令（環境基本法、自然環境保全法等）及び労働法令（労働基準 法 、労働

安全衛生法等）など、関係法令及び奈良県条例、川上村条例を遵守する。 
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８．認証対象森林の環境方針 

認証対象森林の環境方針を次のとおりとする。 

 

村有林は、明治時代から、本村の基幹産業である林業の発展のため、指導的役割を果たしながら、 

山づくりを行ってきました。 

現在、世界的な森林の減尐・劣化の進行は、その国や地域の木材不足、渇水、洪水だけでなく、地

球温暖化や砂漠化の進行等様々な問題を深刻化させています。このような中で､村有林は､「川上村基

本理念」に基づき、森林の保全と利用を両立させ、森林に対する多様なニーズに永続的に対応できる

ように、多様な森づくりを通して、地球環境の保全に積極的に取り組み、より豊かな環境を創出して

いけるように努めます。 

 

１． 「川上宣言」を遵守します。 

２．  森林の公益的機能（木材生産機能、水源かん養機能、山地災害防止機能、生活

環境保全機能、保健文化機能）の維持・向上に努めるとともに、吉野川流域の 保 全

を図ります。 

３．  村有林の管理や「吉野川源流－水源地の森」の保全を通して、生態系及び生物多様性の保

全を図ります。また、持続的な森林経営を行うことにより、森林の持つ二酸化炭素を吸収す

る働きを高めるとともに、木材を持続的に供給することを通して、地球温暖化の防止に貢献

し、地球環境の保全に取り組みます。 

４．  チエンソ－の使用等、事業活動で発生する大気汚染物質や廃棄物はもとより、集運材時の

水質汚濁や土壌汚染などについても、可能な限りその発生を抑制します。また、鎌による下

刈等、環境に配慮した手法を取り入れ、汚染の予防及び環境負荷の低減に努めます。 

５．  化石燃料を使用する機械類は､極力無駄のない使用に努めます。 

６．  村有林の施業の実施にあたっては、ＳＧＥＣ森林認証の基準指標及び環境関連法規を遵守

します。 

７．  職員だけではなく、皆が環境保全に自発的に取り組めるように教育を実施し、環境を大切

にする心を育て、実践に努めます。 
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９．施業指針の概要 

同村有林では、地域森林計画及び川上村森林整備計画（平成２１年４月１日計画策定）に定めるゾ

ーニング区分及び、それに基づく施業計画認定基準等によって整備を進めるとともに、それぞれの林

分が地域・流域レベルで適切に配置され、かつ機能しているかをモニタリング検証しながら、多様な

森林の造成を進め、生物多様性の保全、水土保全、景観保全を考慮した施業を実施することとしてい

る。 

【施業指針の概要】 

○人工林 

人工林は、吉野林業の伝統と技術を継承した長伐期施業を行い、間伐と択伐によって、伐期齢

(80～150 年生)に達した大径木の皆伐(5ha 以下の小面積)再造林を基本とする。 

森林の造成にあたっては、人工造林の樹種はスギ、ヒノキを主要樹種とし、森林整備計画の保

育基準に従い、主伐後、速やかに植林(ha 当たり 7,500～9,000 本植え)し、下刈、間伐、枝打

ち等の施業を計画的に実行して良質な川上産材を育成する。 

○天然林 

天然林は、原生林に近い天然林として自然力を生かしながら、今後も自然環境を保全して行く

森林であり、収穫等の営利を目的としない。 

 

川上村森林整備計画における施業指針等は以下の通り。 

 

機能区分 重視する機能 目標とする森林 施業指針等 

資源の循環

利用林 
木材生産機能 

森林の健全性を確保し、安定

的、効率的に良質な木材の生

産が実施できる高収益森林

の造成 

作業路網等の整備を行い、生

産流通コストの削減を図る

とともに、計画的な施業の実

施や林業機械の導入等を推

進 

水土保全林 
水 源 涵 養 ・ 

国土保全機能 

浸透・保水能力の高い森林土

壌の維持や根茎、下層植生の

発達した森林の造成 

高齢級の森林への誘導や伐

採に伴う裸地面積の縮小及

び分散。未立木地等への植栽

や針広混交林化の推進 

森林と人と

の共生林 

生物多様性の

保全及び環境

保全機能 

貴重な動植物の生息・生育に

適した森林の造成及び快適

な森林環境や優れた森林景

観の保全及び創出 

自然の再生力等を基本とし

た天然林の生育を推進。必要

に応じた植生の復元等の実

施 
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10．その他 

（１）地域への貢献 

 経営の目的として、村有林であることから村民の財産として永続的収益になるよう持続可能な

森林経営を行い、村民の福祉向上をはかる。また、村の基幹産業である林業発展のため新しい技

術の導入、展示、普及により、指導的役割をはたしつつ、公益的機能の発揮に努めている。 

 

（２）森林環境教育などへの取組 

平成 11 年度より村で購入した「水源地の森」を、森や水の大切さを伝えるための環境教育の場

や癒しの体験場として活用し、水源地の森ツアーや各種イベント、視察に訪れた団体の受け入れ等

を行っている。また、川上村村有林のうち下多古経営区においては、村内で最古の人工林を思われ

る 380 年を超える吉野杉を『歴史の証人』と証して、視察に訪れた団体等の受け入れを行っている。 

 

（３）生物多様性の保全への取組 

水源地の森においては、一般者の入山は原則禁止とし、森と水の源流館（水源地の森管理者）主

催のイベント又は許可を得て入山する体制をとっており、森林保全並びに生物の生態系を保全する

よう努めてきている。 

ここでは、専門家による自然環境調査が毎年実施されており、地域の希尐動植物の生息・生育情

報の収集と保全活動が実施されている。 
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確認資料一覧 

 

・森林施業計画認定書（写し） 

・森林施業計画書(平成 20 年～24 年) 

・森林施業の実施に関する長期の方針 

・森林施業計画内訳(伐採計画量・造林計画量・保育計画量) 

・吉野地域森林計画書（平成 21～30 年度） 

・川上村森林整備計画書(平成 21～30 年度) 

・川上村森林整備計画概要図(ｿﾞｰﾆﾝｸﾞ図1/25,000) 

・対象森林位置図 

・経営区現況林相図 

・「吉野川源流－水源地の森」 

・川上村現存植生図 

・川上村村有林経営計画編成方針(平成 16～25 年) 

・第 11 期川上村村有林経営計画書(平成 21～25 年) 

・川上村村有林環境方針 

・「吉野川源流－水源地の森」保全方針 

・「吉野川源流－水源地の森」面積表 

・生物多様性の保全を考慮した施業指針 

・森林巡視実施要領 

・川上村村有林モニタリング調査実施要領 

・川上村村有林モニタリング結果報告書 

・川上村村有林施業実施仕様書 

・川上村村有林作業現場における油類の取扱マニュアル 

・川上村村有林林業薬剤管理マニュアル 

・川上村村有林林野火災消防マニュアル 

・川上村村有林予消防緊急連絡体制組織図 

・川上村村有林安全衛生及び健康管理マニュアル 

・川上村村史 

・川上村内に生息・生育する貴重種一覧表(川上村森と水の源流館) 

・奈良県林務関係作業道等実施基準・細則(奈良県) 

・奈良県ニホンジカ特定鳥獣保護管理計画―第３次 

・大台ヶ原ニホンジカ保護管理計画 

・みんなの「川上宣言」（川上村） 

・吉野川源流物語第二幕－川上村第４次総合計画 

・吉野熊野国立公園 公園計画図 

・川上村内指定文化財一覧表（国・県・村指定目録） 

・世界遺産登録目録 

・世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」－奈良県の構成資産 

・川上村文化財・自然保護マップ（1/50,000） 

・「大切にしたい奈良県の野生動植物」（奈良県 RDB） 

・吉野林業概要(奈良県) 
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Ⅱ．審査経過   

川上村村有林の更新審査経過 

審査は、(社)全国林業改良普及協会の児島裕、西本項蔵、宇佐美均の３名が担当した。 

 

【書類確認】 

平成 22 年１月 20 日／審査申込 

（内 容） 

審査申込書及び関係資料を受付、提出された関係書類に基づく質疑・応答の後、新しいＳＧＥＣの

基準・指標・ガイドラインに基づいた別紙「全林協審査判定表」の６７頄目を更新「審査要件」と

することを伝えた。 

 

【現地審査】 

平成 22 年３月２～５日 

（場 所） 

 川上村役場 

 川上村村有林（奈良県吉野郡川上村大字東川 731-１他） 

 

（審査委員） 

  元東京農業大学教授・農学博士     河原輝彦 

（審査員） 

(社)全国林業改良普及協会    審査員     児島 裕 

       同       審査員      宇佐美均 

       同       専門審査員   西本項蔵 

（立ち会い者） 

川上村地域振興課      主幹      森口 尚 

 

（内 容） 

関係書類及び現地調査によって、対象森林の自然条件、施業状況、社会環境を把握するとともに、

現場担当者、行政関係者への面談を行い下記事頄の確認を行った。 

１．地域の森林の概況・林業・林産業の状況について聞き取り及び関連資料の確認。 

２．地域森林計画及び市町村森林整備計画における指定施業要件等の確認 

３．現地調査による管理森林の管理状況の把握 

４．更新された森林簿・及び森林計画図の現地照合 

５．対象地域の自然環境及び野生動植物の概況について 

６．希尐野生動植物種等、野生動植物の生息・生育状況調査等の実施状況について 

７．地域における森林環境教育・レクリエーション活動について 

８．川上村村有林の SGEC 森林認証取得後の取組について 

９．川上村村有林の地域に対する貢献について 
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【審査判定】 

 

平成 21 年９月４ 日／審査委員会 

 

（委員名） 

元東京大学教授・農学博士       山根明臣 

元東京農業大学教授・農学博士     河原輝彦 

木構造振興（株）専務取締役・農学博士 西村勝美 

東京農工大学教授・農学博士      土屋俊幸 

（社）林木育種協会理事        真柴孝司 

 

（事務局） 

(社)全国林業改良普及協会       児島 裕 

(社)全国林業改良普及協会       野田昭一 

(社)全国林業改良普及協会       宇佐美均 

 

(内容) 

「審査要件」及び「確認審査」内容に基づいた審査結果を審査委員会に諮り、審査決定を行った。 

 提示資料及び現地確認審査による審査判定表の内容から、申請森林は SGEC 森林認証に値する管理

がされていると認められた。 

 （判定内容については、判定事由書参照） 
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Ⅲ．判定事由書 

川上村村有林の審査における判定事由 

(判定事由については、審査判定表参照) 

 

【審査判定】 

ＳＧＥＣの定める新しい基準・指標・ガイドラインに準拠した「全林協森林認証審査判定表」の 72

頄目について審査を行い、審査委員会に諮ったところ、川上村村有林は、認証に価する管理がされて

いると判定された。 

 なお、審査委員会により、下記４頄目について、「向上目標」が付記された。 

 

【向上目標】 

 

基準 3-2 に関して 

  水辺林や尾根筋などの保護樹帯をより明確にするとともに計画図に明記し、保残をより徹底してい

くこと。 

 

基準 4-6 に関して 

今後の間伐の推進、吉野林業伝統のきめ細かな森林施業を持続させるための条件整備として、遅れて 

いる作業道等路網の整備が急務である。 

 

基準 5-3 に関して 

現場作業者への「生物多様性の保全に関する研修」を行い、環境配慮に対する意識を共有すること。 

作業者従業者に対する生物多様性保全に関する具体的な研修計画を作成すること。 

 

基準 6-5 に関して 

60 年生以下林分では切り捨て間伐の割合が高くなっている。現在、村有林の路網密度は、7.52ｍ／

ha と全国平均を大きく下回ることから、利用可能な間伐材等を有効利用するためにも、一貫した路

網整備が急務である。前回も向上目標であったが、改善が認められず、引き続き積極的な対応が求

められる。 
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【判定事由】 

 

基準１ 認証対象森林の明示及びその管理方針の確定 

 

１－１．土地、森林資源などの所有者・管理者が明確である。 

 

 １－１－１／妥当である 

認証対象森林は、川上村村有林（経営区 379.63ha 及び吉野川源流－水源地の森 740.38ha、計

1120.01ha）である。平成 20 年に井光榎平経営区 19.51ha を購入・編入したこと、及び井光大峰経

営区の再測量の結果、0.81ha 増加したことにより、５年前の初回認証時より 20.32ha 増加した。 

「森林簿」及び、「第 11 期川上村有林経営計画書」（平成 21～25 年度）、「水源地の森面積表」に位置・

面積・権利関係などが記載されており、「森林整備計画概要図」（1/25000）、「経営区施業図」（1/5000）

が作成されている。 

 

１－２．対象森林の所在場所別面積、人工植栽に係る森林の区別（人工林、天然林別）、 樹種又は

林相、林齢及び立木材積が明らかな森林調査簿類が常備されている。 

 

 １－２－１／妥当である 

「森林簿」の内容は、認定を受けた「森林施業計画書」及び川上村が独自に作成している「第 11 期

川上村有林経営計画書」（平成 21～25 年度）の森林の現況欄に記載されている。その内容は、５年お

きの森林調査により、更新されている。 

 

１－３．対象森林の位置が、現地及び図面上で明瞭である。 

 

 １－３－１／妥当である 

「森林整備計画概要図」（1/25000）、「経営区施業図」（1/5000）を作成している。 

現地確認により、境界には境界杭が設置されているほか、巡視時に境界木に墨文字で「書付」が行わ

れており、対象森林の位置は明確である。 

 

１－４．森林計画制度の森林施業計画あるいはそれに準じた管理計画が樹立されている。管理計画の

中で、森林所有者等が自らの意志で、持続可能な森林の管理・経営に関する基本方針が策定されて

いる。 

 

 １－４－１／妥当である 

川上村村有林は、全て森林施業計画の認定を受けており、認定書の写しを常備している。現地確認に

より、その実施状況を確認した。川上村村有林の経営方針は、「川上村森林整備計画」に基づいたもの

であり、「森林施業の実施に関する長期の方針」及び「川上村村有林経営計画 編成方針」（平成 21～

31 年度）に具体的に記述されていることを確認した。 

水源地の森については、「吉野川源流水源地の森の設置及び管理運営に関する条例」を制定しており、
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「吉野川源流－水源地の森 保全方針」に従い、「水源地の森」として天然林を保全していく意志を明

らかにしている。 

 

 １－４－２／妥当である 

「川上村森林整備計画」及び「川上村村有林経営計画 編成方針」（平成 16～25 年度）に基づく、「森

林施業計画書」及び「第 11 期川上村有林経営計画書」（平成 21～25 年度）を作成している。 

対象森林は、同計画等によって「水土保全林」「森林と人との共生林」「資源の循環利用林」の３機能

に区分されるとともに、村有林については、経営区と保全を目的とした「水源の森」地区に明確に区

分され、管理目的に応じた施業基準が定められている。 

 

 １－４－３／妥当である 

同村有林では、上記計画とともに「環境方針」を作成し、「SGEC の基準・指標及び環境保全に関す

る法令を厳守し、また「川上における自然とのつきあいが、地球環境に対する人類の働きかけの、す

ばらしい見本となるよう努めます」等、５頄目からなる「川上宣言」を遵守するとともに｢吉野林業｣

の伝統と技術を継承し、木材生産と環境保全の両立を目指します」としている。 

 

１－５．森林管理計画に即した森林管理を実行しうる管理体制と経営が行われている。 

 

 １－５－１／妥当である 

対象森林の管理経営は、川上村村長が、川上村森林整備計画に基づいた「川上村有林経営計画書」を

樹立して実行されており、同村地域振興課の技術者が当たっている。 

収穫以外の保育に関わる施業全般は、川上村森林組合に委託して実行され、収穫に関わる作業（間伐

も含む）は、入札にかけられ、各々落札者に立木販売されている。 

このため、同村では、「川上村村有林施業実施仕様書」定め、立木落札者も含めた各施業実行者を一貫

して管理できる体制を整備している。 

 

 １－５－２／妥当である 

同村有林「基本指針」により、｢村営林野事業に関する条例｣、「吉野川源流水源地の森の設置及び管理

運営に関する条例｣、｢川上村森林整備計画｣に基づき、重視する機能に応じて森林を区分し、森林の有

する多面的機能を効率的・効果的に発揮させるための森林造成を図る、と定め、経営内容の継続的改

善に積極的に取り組んでいる。 

 

基準２ 生物多様性の保全 

 

２－１．生物多様性保全のための計画は、ランドスケープレベルの管理方針が定められているととも

に、主要な森林タイプについて林分レベルの管理方針が定められている。 

 

 ２－１－１／妥当である 

吉野林業発祥の地である川上村では、500 年以上にわたって、人工林を主体とした森林経営が続けら
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れてきており、その一方で、吉野川（紀ノ川）の源流域には原生的な天然林を「吉野川源流－水源地

の森」（740.38ha）に設置し、その保全方針を定めている。 

対象森林においては、「川上村森林整備計画」に基づき、「水土保全林」「森林と人との共生林」「資源

の循環利用林」の３機能に区分し、「生物多様性の保全を考慮した施業方針」を定めて技術指針として

いる。 

 

 ２－１－２／妥当である 

川上村では、平成 11～14 年度に、吉野川（紀ノ川）の源流域に残る原生林に近い天然林（ブナ･モミ･

ツガ･トガサワラなど）を購入し、上記｢吉野川源流-水源地の森｣として保全している。 

同森林は、村条例によって、「保全区域(立入禁止：コアゾーン)」と「森林公園区域(インストラクター

の引率等、制限付きで立入を認める区域バッファゾーン)」に区分され、厳正な保護措置がとられてい

る。 

 

２－２．対象森林内で生物多様性の確保に重要な構成要素（原生林、天然林、里山林、 

 草地、湿地、沼、農地など）が地図上で明らかにされ、それらの管理方針が定められている。 

 

 ２－２－１／妥当である 

同村では、村内の生物多様性に関わる構成要素等を記録した「川上村文化財・自然環境保護マップ」

(1/5 万）を作成している。 

水源地の森では、平成 14 以降、専門家による自然環境調査が毎年実施されており、その記録は「三

之公自然環境調査報告書」として確認された動植物リストが記録されている。また水源地の森保全方

針を定め、動植物の保護を行っている。前回、向上目標であったが、顕著な改善が認められた。 

 

 ２－２－２／妥当である 

「生物多様性の保全を考慮した施業方針」において「河川及び沢沿いには、水辺林を適宜設置する」

こととしており、天然林は伐採せず、保全することとしている。 

 

２－３．絶滅危惧Ⅰ類、絶滅危惧Ⅱ類、準絶滅危惧に属する種及びその生息地の保護が 

 図られていること。 

 

 ２－３－１／妥当である 

「水源地の森」における前記の自然環境調査は、平成 14 年より毎年実施されてきており、その調査

範囲は、昆虫や菌類にも及んでいる。その成果は、報告書として纏められ、貴重種については、保存

林・保護地区を設定するなど、現時点で最善と思われる対策が取られていることを確認した。 

 

 ２－３－２／妥当である 

地域の原生的な自然植生を残している「水源地の森」は、保存を原則としており、風倒木などもその

まま残され、適切に保全されていることを確認した。 

また経営区においても、「生物多様性の保全を考慮した施業方針」において、貴重動物などの生息に価
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値のある「空洞木、枯損木、倒木などは、生物多様性の保全を考慮して、林内に残す」こととし、実

施していることを確認した。 

 

２－４．下層植生を含め自然植生の保護に努めること。 

 

 ２－４－１／妥当である 

同村有林の「生物多様性の保全を考慮した施業方針」において、「間伐を繰り返し行いながら、林内照

度を高め、下層植生や林縁植生の維持に努める」こととしており、経営区人工林においても除・間伐

の適切な実施に努めている。 

なお、上記施業方針によって、「村有林内に生息・生育することが確認された場合は、専門家の意見を

聞いた上で保護マニュアルを定め、適切な保護対策を行う」こととしており、複数の希尐種等におい

て、保護措置がとられていることを確認した。 

 

２－４－２／妥当である 

鳥獣の狩猟については、｢鳥獣保護法｣に基づいて、適正に行われている。 

一般的な山菜等の採取については、特に禁止などの措置はとっていないが、地域内で採取が主原因で、

減尐した種は確認されていない。なお、森林巡視等によって、不適切な活動の防止に努めている。 

 

 ２－４－３／妥当である 

造林樹種に新たに外来種を導入する計画はない。 

 

 ２－４－４／妥当である 

現地確認により、既設の林道や高原池の尾経営区の台風による被害跡地に間伐材を使用した丸太積工

が設置されていることなどを確認した。 

なお、「生物多様性の保全を考慮した施業方針」において、「林道・作業道の新設にあたっては、可能

な限り、間伐材等を有効利用するとともに、小動物の生育・繁殖を妨げないように努める」こととし

ており、同村では今後も、木製型枞（まく板）等を積極的に公共事業等に使用していく方針である。 

 

基準３ 土壌及び水資源の保全と維持 

 

３－１．土壌及び水資源の保全に与える影響を事前に把握し、森林管理計画や実施過程における悪影

響を最小化する。 

 

 ３－１－１／妥当である 

川上村では、下流域の水源地としての自覚のもと、1996 年に「川上宣言」を下流向けに発している。 

同村有林の「経営計画 編成方針」は、上記に基づいたものであり、吉野林業の伝統を継承した超長

伐期や伐採面積の縮小・分散など、自然と調和した持続可能な森林管理の継続を図るためのものであ

る。 
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 ３－１－２／妥当である 

地域森林計画及び市町村森林整備計画によって、土壌・水系の保全のために配慮が必要な場所は「水

土保全林」として区分され、施業の基本的方法とともに「川上村森林整備計画概要図」に明示されて

いる。水土保全林では、間伐施業を中心として、高齢級の森林づくりが行われている。                                                                      

 

３－２．伐採に当たっては、風が強く当たる尾根筋、水系及び道路沿いには適切な保護 

 樹帯を設けている。 

 

 ３－２－１／（向上目標付記） 

川上村では、先人の知恵として、昔から尾根筋など風当たりが強い場所や水害が多い場所では、天然

林（広葉樹二次林）を保護樹帯として管理しており、現地で確認できる。｢生物多様性の保全を考慮し

た施業方針｣において、「河川及び沢沿いに水へ林を適宜設置する」こととしている。 

 

 ３－２－２／妥当である 

過去に尾根筋まで植えられた一部造林地については、前記「生物多様性の保全を考慮した施業方針」

によって「海抜 1,000ｍ以上から山頂付近まで植えられた人工林の中で天然更新が可能な林分は、許

容限度の強度間伐を行いながら、針広混交林の保護樹帯へと誘導していく」ことととしている。 

 

３－３．森林の伐採集運材に当たっては、近隣の水資源や土石流出防止機能などへの影響を考慮し、

地表面の保護が図られるよう慎重に配慮されている。 

 

 ３－３－１／妥当である 

山地災害の防止、水源かん養機能等の機能を重視する森林は、地域森林計画及び市町村森林整備計画

において、「水土保全林」とされ、特別な配慮が求められる地区については、「水源かん養保安林」「土

砂流出防備保安林」及び「砂防指定地」等に指定され、指定施業要件が厳格に設けられている。 

同村有林の「森林施業計画」は、上記基準等に適合して認定されていることを確認した。 

 

 ３－３－２／妥当である 

川上村村有林での保育作業は森林組合に委託しているが、その他の作業については、入札により落札

した請負業者が行っている。このため、「川上村村有林施業実施仕様書」を遵守し、「生物多様性の保

全を考慮した施業方針」に基づき、生物多様性の保全、水土保全に配慮した施業が実施されるよう指

導している。なお、吉野林業地では、ヘリコプター集材が９割を占めており、地表面の保護及び水質

汚濁防止の面から、負荷の尐ない作業方法となっている。 

 

３－４．林業機械に用いる、燃料、オイルその他の汚染物質および農薬など化学物質が 

 水系に流出しないよう注意を払うこと。 

 

 ３－４－１／妥当である 

村有林での作業を行う事業者に対し、「川上村村有林施業実施仕様書」を遵守するように指導しており、
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その中で、燃料・オイル類の保管方法などについての遵守事頄が定められている。 

対象森林である村有林のほとんどが、簡易水道の水源地となっていることから、林業薬剤は一切使用

していない。なお、「川上村村有林林業薬剤管理マニュアル」において、森林病害虫の発生により、や

むを得ず、林業薬剤を使用する際の管理体制及び安全対策などを定めている。 

 

３－５．林道等の開設に当たっては、水土保全に細心の注意を払うこと。 

 

 ３－５－１／妥当である 

村有林における公道も含めた林内平均路網密度は、7.52ｍ/ha で、全国レベルに比べてかなり低く、

林道・作業道の整備は、今後の重点目標とされている。 

「生物多様性の保全を考慮した施業方針」において、作業道の開設にあたっては、「林道規定を遵守す

る」、「可能な限り間伐材等の生物系資材を有効利用するとともに、小動物の生育・繁殖を妨げないよ

うに努める」等を配慮事頄とした「作業道開設マニュアル」を作成して当たっている。 

なお、既設の林道・作業道については、大橋式作業道の考え方を採り入れ、水土保全に配慮されて作

設されており、維持管理も適切に行われていることを確認した。 

 

基準４ 森林生態系の生産力及び健全性の維持 

 

４－１．経済的、社会的、生態的な持続性に配慮し、森林資源調査等に基づいた森林管理計画を作成

し、適切な実行体制が整備されている。 

 

 ４－１－１／妥当である 

川上村では、下流域の水源地としての自覚の下、1996 年に「川上における自然とのつきあいが、地球

環境に対する人類の働きかけの、すばらしい見本となるよう努めます」等５頄目からなる「川上宣言」

を発しており、当該森林の公益的価値は十分認識されている。 

同村有林の「経営計画 編成方針」は、上記に基づいたものであり、吉野林業の伝統を継承した自然

と調和した持続可能な森林管理の継続を図るための計画の策定と実行に努めている。 

 

 ４－１－２／妥当である  

保育作業を受託している川上村森林組合では、本年度より森林管理 GIS を導入しており、施業前の標

準地調査(印づけ)などの結果と合わせて、正確な資源状況の把握に努めている。また、近年の皆伐の

減尐によって、幼齢林が減尐しているものの、伝統的な長伐期施業を継続してきており、林齢構成は、

高いレベルで平準化している。 

 

４－２．伐採量は森林の機能区分別に指定された森林施業計画認定基準の範囲内であり、 適正に配

置されている。 

 大面積皆伐は避け、可能な箇所では、非皆伐施業を行う。また林産物資源の収穫は、 

 それが持続できるよう定められている。 
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 ４－２－１／妥当である 

森林施業計画期間中(H20～24 年)の伐採計画は、間伐のみである。 

「森林施業計画」及び「村有林経営計画」の「伐採計画」において、箇所毎の伐採方法、伐採率、伐

採面積・材積、伐採予定時期を含む収穫予定表が明示されていることを確認した。 

 

 ４－２－２／妥当である 

伐採・収穫については、「生物多様性の保全を考慮した施業方針」を作成して実行されている。 

なお、同方針において、｢尾根及び中尾根等に保護樹帯を設け、河川及び沢沿い等には水辺林を適且設

置する。風衝地、岩石地等、造林木の優良な生育が見込めない箇所は、既存の広葉樹などの伐採を行

わないで、台風等気象災害の防止などの役割を持たすとともに、生物多様性の保全に努める」等、林

地保全の必要性の高い林分における取り扱い方を明示している。 

 

 ４－２－３／妥当である 

認定された前記「森林施業計画」の伐・造計画に従い、標準地調査の基づいた年度ごとの実行計画を

作成して伐採を行っていることを確認した。 

 

４－３．伐採後は計画期間内に確実に更新されていること。伐採跡地などの人工更新は、 施業の履

歴を踏まえて、適地適木の原則が守られていること。 

 

 ４－３－１／妥当である 

「過去５ヵ年の作業実績」に施業履歴が記録されている。吉野林業の長伐期施業が実施されているた

め、現状では間伐のみで、伐採等に伴う更新はなく、計画もない。 

なお、「生物多様性の保全を考慮した施業方針」において、必要な箇所には「伐採後２年以内にその場

所にあった地域在来の樹種を選定して植林する」こととしているとともに、更新期間は「川上村森林

整備計画」に準拠している。 

 

 ４－３－２／妥当である 

「生物多様性の保全を考慮した施業方針」の更新方法などは、｢市町村森林整備計画｣に準拠して定め

られており、これに従って、「森林施業計画書」に林分ごとの造林計画及び保育計画が作成されている。 

 

 ４－３－３／妥当である 

村内の樹齢 70～80 年生のスギ、ヒノキの母樹から種子を採取し、三重県津市（旧･久居市）で委託生

産した苗木を使用している。 

 

 ４－３－４／妥当である 

「生物多様性の保全を考慮した施業方針」において、「植え付け後、巡視等により、その地に根付かな

かった苗木が確認された場合は、すみやかに新しい苗木を同じ場所に植え付ける」こととされ、実行

されている。 
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４－４．天然林についても地域の特性を考慮し適切な森林管理計画が樹立され、的確な更新施業が行

われている。 

 

 ４－４－１／妥当である 

川上村村有林の天然林は、経営区の二次林のほか、水源地の森に残る原生林に近い天然林（740.38ha）

がある。認定森林施業計画の対象である経営区の天然林については、被災した場合を除き、自然の推

移にゆだねることとしている。また、水源地の森の天然林については、「吉野川源流－水源地の森 保

全方針」に従って、厳格な保全管理が行われている。 

 

 ４－４－２／妥当である 

上記の通り、天然林については、自然の推移にゆだねており、災害等を受けた場合を除き、自然景観

や水源涵養、流域住民の生活環境等に留意し、保全を目的とした施業が計画されている。 

 

４－５．期間内における保育計画が明らかであり、現地の実態に応じて適切に行われて 

 いる。 

 

 ４－５－１／妥当である 

「生物多様性の保全を考慮した施業方針」において、保育の方法を定めており、適切な保育作業が行

われている。除間伐に際しては、林内に広葉樹が適度に残されていることを現地において確認した。 

 

 ４－５－２／妥当である 

過去５年間の施業履歴を確認し、実施状況を現地で確認した。 

なお、今後の保育箇所、方法等については、「森林施業計画書」の保育計画に明示されている。 

 

４－６．目標林型への誘導に必要な間伐が適切に計画され、間伐が的確に実行されている。 

 

 ４－６－１／妥当である 

間伐計画は、施業計画及び「村有林経営計画」の「伐採画」に箇所と箇所毎の伐採率、数量、予定時

期が明示されている。要間伐森林に指定された林分はない。 

 

 ４－６－２／妥当である 

間伐方法、伐採率等は、「川上村森林整備計画」に準拠して実施されている。 

なお、「生物多様性の保全を考慮した施業方針」において、間伐に関する施業基準が定められ、「林内

に現存する広葉樹を適度に残す」こととされ、実行されている。 

 

 ４－６－３／（向上目標付記） 

「過去５ヵ年の作業実績」が記録されており、保育間伐・収入間伐の実施状況が確認できる。 

今後の伐採計画については、「第 11 期川上村有林経営計画書」に掲載されている。現地調査において、

下層植生が消失したような林分は見かけなかったが、間伐は遅れ気味であることは否めない。  
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４－７．森林の病虫獣害に対する適切な防除・対策が図られ、農薬など化学物質の使用は、法令など

を順守し、かつ必要最小限の使途にとどめている。 

 

 ４－７－１／妥当である 

病虫害の防除に当たっては、「生物多様性の保全を考慮した施業方針」により「村有林の施業の実施に

あたっては、生物多様性の保全、水土保全の観点から、健全な森林の育成に努め、病虫害の発生を抑

制し、林業薬剤は使用しない」基本方針であり、森林病害虫防除法を遵守することとしている。 

なお、地域で問題化しつつあるニホンジカの被害については、鳥獣保護法による特定鳥獣保護管理計

画が、実行されている。         

 

 ４－７－２／妥当である 

地域では、ニホンジカ、ノウサギ等野生鳥獣による森林被害が散発的ではあるが、増加しており、防

護柵の設置や特定鳥獣保護管理計画等による頭数調整により対応している。 

なお、特別天然記念物であるカモシカによる被害については、保護と被害防止の両立を図るため、林

野庁、環境省等の連携の下で、保護地域の設定、被害防止対策の実施、個体数の調整が行われている。 

 

 ４－７－３／妥当である 

「生物多様性の保全を考慮した施業方針」により「病虫害の発生を抑制し、林業薬剤は使用しない」

方針であり、森林病害虫の発生により、やむを得ず、林業薬剤を使用する際には、「川上村村有林林業

薬剤管理マニュアル」に従って、必要最小限の使用に留めることとしている。         

 

４－８．山火事に対する適切な予防と被害への対処が図られている。 

 

 ４－８－１／妥当である 

川上村村有林では、主として啓発看板等により、山火事防止を呼びかけている。また、ほとんどの山

林作業員が参加している川上村消防団（８分団編成）では、毎年、分団ごとに林野火災訓練を実施し

ている。なお、「川上村村有林林野火災予消防マニュアル」「川上村村有林予消防緊急連絡体制組織図」

が定められている。 

 

 ４－８－２／妥当である 

川上村消防団（８分団編成）では、消防車、林野火災用ポンプ、ジェットシューター、チエンソー、

トビ、スコップ、クワ等の消化機材を常備している。なお、大規模な森林火災が発生した場合は、吉

野広域消防組合との連携のもと、消火活動を行うこととされている。 

 

 ４－８－３／適用除外 

過去５年間、森林火災の発生はなく、該当なしと認められる。 
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基準５ 持続的森林経営のための法的、制度的枠組 

 

５－１．日本の全ての法律および日本が調印した全ての国際条約や合意を遵守すること。 

 

 ５－１－１／妥当である 

「川上村村有林経営計画 編成方針」（平成 21～30 年度）において、「森林管理上必要な法令・環境

法令・労働法令などの関係法令及び奈良県条例、川上村条例を遵守する」こととしている。 

 

 ５－１－２／妥当である 

現地確認の際、森林管理上必要な法令集、「林野小六法」「環境六法」「環境法規総覧」等が川上村当局

に常備されていることを確認した。また、補助金申請・完了届けや施業計画書、伐採・造林届(写し)

などの合法性証明に関わる書類も適切に管理されていることを確認した。 

 

５－２．地域社会の法的あるいは慣習的な財産・資源などの利用権が尊重されている。 

 

 ５－２－１／妥当である 

現地確認により、川上村村有林には、入会権はないことを確認した。 

なお、水源地の森では、条例であらゆる生物の採取を禁じており、漁協による禁漁区の設定、猟友会

による禁猟区の設定など、条例だけでは規制できないものもあり関係団体に協力を要請している。 

 

 ５－２－２／妥当である 

上記の通り、水源地の森では、条例であらゆる生物の採取を禁じており、漁協による禁漁区の設定、

猟友会による禁猟区の設定など、条例だけでは規制できないものもあり関係団体に協力を要請してお

り、このことは、｢吉野川－水源地の森｣保全方針に記載されている。 

 

５－３．管理計画の実行に当たり、雇用者、委託者や林業従事者に対して生物多様性や 

 労働安全などに関して適切な訓練と指導を行っている。 

 

 ５－３－１／（向上目標付記） 

川上村村有林での保育作業は森林組合に委託しているが、その他の作業については、入札により落札

した請負業者が行っている。このため、「川上村村有林施業実施仕様書」を遵守し、「生物多様性の保

全を考慮した施業方針」に基づき、生物多様性の保全、水土保全に配慮した施業を実施するように指

導している。川上村では、生物多様性の保全に関する研修会を開催する考えである。  

 

 ５－３－２／妥当である 

川上村では「川上村村有林山林作業安全対策要頄」及び「川上村村有林安全衛生管理体制組織図」、「川

上村村有林安全衛生及び健康管理マニュアル」を作成して、山林作業員に対する安全教育に取り組ん

でいる。なお、毎年 6 月に「家族で取り組む災害ゼロの村」をスローガンとする「川上村労働災害防

止大会」が開催され、訓練、研修の機会が設けられている。 
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５－４．従業員に対する社会保障、必要な訓練の実施、健康と安全の確保を図られている。 

 

 ５－４－１／妥当である 

川上村役場職員及び川上村森林組合職員は、すべて社会保険制度に加入している。 

なお、素材生産業者には、労災保険への加入を義務づけており、国民健康保険（山林作業員は、国民

健康保険あるいは日雇い健康保険）に加入していることも確認している。 

 

 ５－４－２／妥当である 

村内に法的要件を満たす林業事業体は無い。村有林においては「川上村村有林山林作業安全対策要頄」

「川上村村有林安全衛生管理体制組織図」「川上村村有林安全衛生及び健康管理マニュアル」を作成し

ており、従業者は「林業災害防止対策協議会が開催する「安全講習会」には積極的に参加する」こと

を推奨している。 

 

基準６ 社会・経済の便益の維持及び増進 

 

６－１．緑の循環資源として、認証林産物を多様な用途に有効活用し、地元住民や利害関係者等との

連携を図り、地域経済の振興に努める。 

 

 ６－１－１／妥当である 

地域における認定事業体の連鎖が未整備であったことから、前期の認証期間中に認証林産物として川

下に流通した素材は皆無であった。そのため、今期の更新に当たって、川上村では、川上村森林組合

と連携を図りながら、村内の中小森林所有者、素材生産業者に呼びかけて、「川上村森林認証協議会」

を結成し、村有林・協議会が一体となって、SGEC 森林認証に取り組む体制整備を進めてきたところ

である。上記「川上村森林認証協議会」は、現在認証審査申請中である。 

 

 ６－１－２／妥当である 

「川上村森林認証協議会」には、森林所有者とともに素材生産業者、も参加しており、認証森林の適

正な管理と認証材の安定供給、適正な分別・表示管理を一体となって進めることで、地元産認証林産

物の川下への普及・啓発に努めることとしている。 

 

 ６－１－３／妥当である 

林作業路の法面等に、支障木等を活用しているほか、毎年、近畿府県７大学の学生が参加して開催さ

れている｢川上村木匠塾｣において、｢循環資源である間伐材の有効利用は、地球温暖化防止に役立つ｣

をテーマに、村有林で切り捨てられた間伐材を提供して、有効利活用をしてもらうなど、イベント等

での認証林産物の活用にも努めてきている。 

また、川上村森林組合では、スギの板材と桟木を組み合わせた木製型枞の製造を行っており、林道や

治山施設に使用している。 
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６－２．市民に自然に触れ合う機会/場所の提供に努めるとともに、入山者に対する環境教育、安全な

どへの指導および対策が整備されている。 

 

 ６－２－１／妥当である 

川上村では、「森と水の源流館」を拠点に、「水源の森ツアー」をはじめ、「もりみず探検隊」、「いろり

ばた教室」、「源流人会」などの各種体験プログラムが実施されている。また、森林保全活動への理解

を得るための啓発看板の設置や、「木匠塾」などの活動を通して、間伐材を使用した案内板等が、各所

に整備されている。   

 

 ６－２－２／妥当である 

川上村村有林では「ゴミ捨て禁止」の啓発看板を設置し、ゴミの持ち帰りを呼びかけている。 

なお、「川上村村有林モニタリング調査実施要領」に基づく巡視等を行い、「産業廃棄物等ゴミ類が投

棄されていないか」など、不法投棄の防止に努めている。 

 

６－３．森林レクリエーションや景観の維持に配慮した森林管理が必要な森林においては、適切な対

応がとられている。 

 

 ６－３－１／妥当である 

川上村村有林は「川上村森林整備計画」に基づいて、３機能に区分されており、「水源地の森」が「貴

重な動植物の生息・生育に適した森林の造成及び快適な森林環境や優れた森林景観の保全及び創出」

を目的とする「森林と人との共生林」に区分されている。 

水源地の森は、条例によって、原生林に近い天然林が保全管理されており、景観保全の観点からも優

れた管理が行われている。  

 

６－３－２／妥当である 

聞上記は、川上村森林整備計画の基準・規範に適合していることを確認した。 

 

 ６－３－３／妥当である 

川上村村有林では、井光小谷経営区に特定魚場（アマゴ釣り）を主体とした森林レクリエーション施

設「井氷鹿の里」が設置されている。 

川上村が、国・県の補助事業を利用して整備したものであり、設置基準を満たしていることを確認し

た。 

 

６－４．文化的・歴史的に重要な遺跡や資源・社会的に価値の高い森林が保護されている。 

 

 ６－４－１／妥当である 

川上村では、国指定特別天然記念物のニホンカモシカや県指定天然記念物のオオダイガハラサンショ

ウウオなどが生息している他、国指定天然記念物の三之公トガサワラ原始林（私有林）が残されてい

る。これらの天然記念物は、文化財保護法に基づいた取扱がなされている。 
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なお、平成 16 年７月に、世界遺産に登録された「紀伊山地の霊場と参詣道」（吉野大峯奥駈道）が高

原・西河経営区の中を通っており、これらの環境保全対策には、特別に力を注いでいる。      

 

 ６－４－２／妥当である 

川上村では、平成７年に、樹齢 280～380 年のスギ 10 本、ヒノキ 52 本が残る下多古の森林を購入し

た。これらの森林については、吉野林業の文化的遺産「歴史の証人」と名付け、見本林として管理し

ている。また京都大学による林分調査が実施されている。 

このほか平成 11～14 年度には、吉野川（紀ノ川）の源流域に残る原生林に近い天然林を購入し、「吉

野川源流－水源地の森」として、保全している。 

 

６－５．対象森林の管理・整備・利用が、地球温暖化防止の二酸化炭素吸収源として貢献できるよう

努めている。 

 

 ６－５－１／（向上目標付記） 

ヘリコプター集材が主体となっており、路網密度が低いため、コスト面で低質材の利用率が低いこと

は否めない。地域における小径木の需要が低迷していることから、若齢林間伐の９割以上が、切り捨

て間伐となっている。モノレールの常設された西河経営区・神之谷経営区では、可能な限り間伐小径

木を搬出するなど、有効利用に努めている。なお、村有林治山工事での株の処理や村営木工センター

の廃材処理は、川上村森林組合の「木くずリサイクル処理施設」を利用している。 

 

 ６－５－２／妥当である 

川上村村有林での保育作業は森林組合に委託しているが、その他の作業については入札により落札し

た請負業者が行っている。このため、「川上村村有林環境方針」「村有林施業実施仕様書」において、

化石燃料の使用節減について指導している。 

 

基準７ モニタリングと情報公開 

 

７－１．管理計画の実行状況としての影響を評価するためのモニタリングを、適宜実施すること。 

モニタリングの結果は、管理計画の実行及び改訂に反映され、必要に応じて見直しが図られている。 

 

 ７－１－１／妥当である 

「川上村村有林モニタリング調査実施要領」に基づき、巡視時・作業完了時にモニタリングを行い、

「川上村村有林モニタリング結果報告書」に写真を貼付して報告しており、モニタリングの継続的な

実施により、所有山林の状態を常に把握するように努めていると認められる。前回、向上目標であっ

たが、顕著な改善が認められた。 

 

７－２．地方自治体などが全体の多様性を推測する指標生物群のモニタリングを行っている場合、そ

の調査に対する協力体制が整っている。 
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 ７－２－１／妥当である 

川上村村有林では、奈良県森林技術センターによるニホンジカの生息密度調査に協力している。また

｢水源地の森｣においては、財団法人が運営する「森と水の源流館」による生物調査が実施されている。 

 

７－３．対象森林に関する各種情報の記録を極力残すこと。施業を行った場合は、作業 

 種別、年度別、所在場所別に施業記録が残されている。 

 

 ７－３－１／妥当である 

「過去５ヵ年の作業実績」に施業履歴が記録されている。川上村村有林では、病害虫は発生していな

い。ニホンジカ、ノウサギよる被害が発生しているが、防護柵の設置や地元猟友会による駆除により

対応している。川上村村有林では、近年、森林火災は発生していない。 

 

７－４．森林管理計画とモニタリング結果は、情報の機密性を尊重するが、その概要については一般

に公開することを原則とする。 

 

 ７－４－１／妥当である 

川上村では、管理計画、モニタリングの結果等について、公開していることを確認した。毎年、全国

からの多くの視察や新聞等マスコミ取材も積極的に受け入れ、情報公開に努めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


